
新規加入時現況届【医師用】

医師（組合員）が所属（勤務）する医療機関等

・ ・ 組合が定める「組合員が従事する事業又は業務の種類」（別添）に該当する事を確認し、所属（勤務）先を届出ます。
（法人の場合は法人名も記入） □ 個人 □ 法人 □ 公的

〒 － －

　北海道

□ 診療・健診 □ 産業医 □ 研究職 □ その他 （ ）

□ 開業 □ 勤務 ( □ 常勤 □ 非常勤／ 週　　　　　　　時間勤務 )

□ 適用あり（ 令和　　　年　　　月　　　日  該当 ） □ 適用なし （ 個人事業所 ･ 短時間 ・ 他　　　　　　　　　　　　　））

＊ 社会保険適用となる方は、健康保険被保険者適用除外承認を受ける事が可能な場合に限り当組合に加入する事が出来ます。

＊ 医育機関（北海道大学、札幌医科大学、旭川医科大学）医師会所属の先生は、大学病院の診療科もご記入ください。大学に所
属の場合は、教室名及び学年・役職名等をご記入ください。

＊ 全て届出てください。所属（勤務）先が４か所以上ある方は、記入した別用紙を添付してください。

住民票の家族の中に、今回の届出で当組合の資格取得をしない方（資格取得届に氏名が記入されない方）がいますか？

□ いない □ いる　（資格取得をしない方全員について、以下をご記入ください。）

現在加入中の健康保険の種類

□ 社会保険（ 協会けんぽ ･健保組合･共済組合 ） □ 後期高齢者医療 □ その他（ ）

□ 社会保険（ 協会けんぽ ･健保組合･共済組合 ） □ 後期高齢者医療 □ その他（ ）

□ 社会保険（ 協会けんぽ ･健保組合･共済組合 ） □ 後期高齢者医療 □ その他（ ）

□ 社会保険（ 協会けんぽ ･健保組合･共済組合 ） □ 後期高齢者医療 □ その他（ ）

□ 社会保険（ 協会けんぽ ･健保組合･共済組合 ） □ 後期高齢者医療 □ その他（ ）

＊ 同一世帯で市町村国保と医師国保の混在はできません。（国民健康保険法第１９条第１項）
＊ 記入欄が不足の場合は、記入した別用紙を添付してください。

医師（組合員）が、過去に当組合の被保険者であったことはありますか？

□ 組合員として加入 □ 家族として加入 □ 准組合員(従業員)として加入

（組合員(医師)の氏名： ）

組合よりの書類等の送付先について

□ 現住所に送ってほしい
□ 勤務先（主となる所属先に記入の先）に送ってほしい
□ 上記以外 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　 （宛先：　〒 ）

保険料の納付方法について

□ 国保の診療報酬から引去り＊北海道医師会に引去り依頼書を提出している場合に限ります。

□ 銀行口座振替 （ □ 北洋銀行 □ 北海道銀行 □ ゆうちょ銀行 ）

自家診療の給付制限について

□ 「自家診療の給付制限」について規約等（別添）を確認し、了承しました。

当組合では、規約第15条により自家診療としている療養の給付は行わないこととしております。
※ 常勤・非常勤を問わず、加入する全ての被保険者の方（家族、従業員含む）が対象です。
※ 院外処方せんによる調剤を含みます。
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（別添）「被保険者資格取得届」「新規加入時現況届」 ※ この書類は提出不要です。お手元で保管してください。

「被保険者資格取得届」についての注意点

マイナンバーカードの健康保険証利用登録欄について

必要書類について

・

・

・ 被保険者となる外国籍の方の住民票は、在留情報に係る項目が全て記載されたものをご提出ください。

・ 必要に応じて、記載されている以外の書類の提出を求める場合があります。

社会保険の適用となる方について

被保険者となる家族・従業員の職業が「医師」である場合について

組合員としての加入要件を満たす場合（北海道医師会会員、医業従事等）、組合員として加入が必要となります。

自家診療の給付制限について

＊ 院外処方せんによる調剤を含みます。

＊ 担当医が組合員以外であっても該当いたします。

＊

【北海道医師国民健康保険組合　規約第15条関係分】

　（給付制限）
第15条　

別表第１（第15条関係） 　第１種及び第３種組合員（以下この表で「組合員」と略す。）の自家診療  

 　組合員及び組合の被保険者である医師  自己及びその世帯に属する被保険者

 同左の施設の組合員及びその世帯に属する被保険者

 　法人が開設する施設の医師（組合員を含む。）  同左の法人の組合員及びその世帯に属する被保険者

別表第１の２（第15条関係）   第２種組合員の自家診療 

《医師である組合員の種別》　北海道医師会会員であり、北海道内に住所を有していて、医療及び福祉の事業又は業務に従事する次に掲げる医師

　◎第１種組合員 第２種組合員、第３種組合員に該当しない組合員

　◎第２種組合員 札幌医科大学医師会、北海道大学医師会、旭川医科大学医師会の会員である組合員

　◎第３種組合員 後期高齢者医療の被保険者である組合員

組合員（医師）が従事する事業又は業務の種類

①医療機関又は福祉施設の開設者又は管理者
②医療機関又は福祉施設に勤務する医師
①及び②に該当しないが、医師等の国家資格を有する専門職としての事業又は業務に携わる者
(非常勤勤務者を含む)
・ 医師、看護師、介護士等を育成する教育機関等の教師(講師)
・ 審査支払機関における診療報酬明細書等の審査に携わる者
・ 学校医、産業医、警察医、嘱託医(児童福祉施設)、園医、検案業務に携わる者、代務診療を行う者
・ 公衆衛生活動に携わる者、検査・健診業務に携わる者及び救命救急の業務に携わる者
・ 研究機関等において医学・医療・福祉に関する調査・研究・教育を行う者
・ 医師会・国民健康保険組合等、その他医療関係機関の役員、委員及び議員等
・ 国又は地方自治体(公的団体を含む。)の所管している外部審議会等の委員
・ その他医師会等の事業又は業務に携わる者

＊

健康保険被保険者適用除外承認を受ける事が可能な場合に限り当組合に加入する事が出来ます。申請の可否について
は、事前に組合担当者までご確認をお願いします。（業務係：電話　011-271-7471）

　当組合では、組合員が従事する医療及び福祉の事業又は業務の種類を次のとおり定めております。

医育機関（北海道大学、札幌医科大学、旭川医科大学）医師会所属の先生は、所属医師会の医育機関（大学や大
学病院など）の所属が必要となります。

　当組合では、組合規約第15条により｢自家診療｣の給付制限を実施しており、｢自家診療｣に該当する医療に

ついては給付を行わないこととしております。組合員が開設または勤務（非常勤含む）する医療機関におい

て、組合員及び当組合に加入の家族及び従業員の方が診療を受けられた場合、｢自家診療｣に該当いたしま

す。

記載情報の変更がない場合に限り「個人番号通知カード」のコピーを個人番号確認書類として使用する事ができます。

マイナンバーカードの有効期限内かつ電子証明書が有効であるものを所持していて、健康保険証の利用登録がされてい
る場合は「有」を、それ以外の場合「無」をチェックしてください。
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　組合員の所属する診療科  (医育機関附属病院の定める診療科をい
う｡)に従事する医師

 同左の診療科に所属する組合員及びその世帯に属する被保険者

有効期限内の｢被保険者証」のコピーを前保険が市町村国保の場合の確認書類として使用する事ができます。

第３章　保険給付

　別表第１及び第１の２に掲げる医療については、これを自家診療として､法第36条に規定する療養の給付は行わない。ただし、や
むを得ない場合は､別に定めるところにより給付を行うことができる。

医療担当者 医療を受ける者

　組合員が開設者又は管理者である施設の医師（組合員を含む。）

医療担当者 医療を受ける者

第２種組合員（札幌医科大学医師会、北海道大学医師会、旭川医科大学医師会に所属の先生）は、
所属している診療科が該当となります。


